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祉会福祉授産施設法入における会計基準の検討

経営晴報実務学科藤本孝一郎

はじめに

　授産施設は，社会福祉施設であるとともに，製品製造量の授産事業活動を施設の目的として行

う。そのため得た収入から必要経費を控除した金額を工賃として利用者に支払うという，授産施

設特有の会計処理を必要としている。公益を目的とする社会福祉事業法に規定する社会福祉法人

では「社会福祉法人会計基準」が規定され，平成12年度から適用されている。授産施設について

も会計基準が平成13年3月に，「授産施設会計基準」として公表された。

　本稿では授産施設会計基準について総覧し，規定の特徴を検討し，最後にその適用を考察した。

なおこの会計基準に定めのない事項については，一般に公正妥当と認められる会計の基準に従う

こととなる。

1．授産施設会計基準の基本的思考

　（1）授産施設の意義

　社会福祉事業は第1種事業と第2種事業に大きく分類されている。入所施設を経営する事業や

授産施設・公益質屋等の経済保護事業がおおむね第1種事業とされている。授産施設は，一般に，

身体上若しくは精神上の理由等により雇用や生活が困難な者に対し，自活するために必要な訓練

や職業を与える社会福祉施設をいう。そこで社会福祉法人としての特徴として製品製造などの授

産事業活動があり，収入から必要経費等を控除した金額を工賃として利用者に支払うという特有

の会計処理が必要となっている。

　そこで授産施設についてはその会計基準が，平成13年3月に「授産施設会計基準」として公表

された。授産施設会計基準は，「社会福祉法人全体の経営状況が把握できる社会福祉法人制度共

通の会計基準」という，社会福祉法人会計基準の基本理念に沿い，原則的には社会福祉法人会計

基準と同様の取扱いを行うとともに，授産施設特有の授産事業活動についての取扱いを加えた形

のものになっている。
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　（2）会計基準の基本的思考

　授産施設会計基準（以下「授産基準」）は，社会福祉法人会計基準の理念に沿い，原則として

法人基準と同様の取扱いとするとともに，授産施設に特有な授産事業活動についての会計処理の

取扱いを加えて，定められている。まず授産基準は，簡潔明瞭なものとし，損益計算の考え方を

採り入れることにより効率性が反映されるものとすることとした。さらに社会福祉法人としての

高い公益性を基礎とした内容とされている。取引を適切に記録し，経営状況を適切に表示するた

めの基本的な事項について定めたものであり，各法人における経理処理については，この基準を

基礎にそれぞれの法人で自主的に定めることとした。

2．計算書の体系

　作成すべき財務諸表としては資金収支計算書，事業活動収支計算書，賃借対照表及び財産目録

があげられている。

　①資金収支計算書は，支払資金の収入，支出の内容を明らかにするために作成する。授産事

　　業活動による収支，福祉事業活動による収支，施設整備等による収支及び財務活動による収

　　支に区分し，決算額を予算額と対比して記載している。

②事業活動収支計算書は，法人の事業活動の成果を把握するために作成する。授産事業活動

　　収支の部，福祉事業活動収支の部，事業活動外収支の部，特別収支の部及び繰越活動収支差

　　額の部に区分して記載するものとしている。

　③貸借対照表は，法人の会計年度末における財産状態を明らかにするために作成する。資産

　　の部，負債の部及び純資産の部に区分するものとしている。

　また，支出には適正に計算された減価償却費を計上する損益計算思考を採り入れている。なお

資金収支計算書，事業活動収支計算書には，経理区分ごとの内訳表を添付することとした。

3．授産基準における処理の特徴

授産施設において行う授産事業活動に係る会計処理を行うに当たっての留意事項には次のよう

な特徴がある。

　（1）経費と：工賃

　授産施設には「事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払

わなければならない。」と規定されている。ここで必要経費に含まれると考えられるものは，授

産事業活動の効率的な実施を促進するためなどに設置された職業指導員等の職員に係る人件費や，

日々の授産事業活動の実施に直接的に必要な原材料費，光熱水牛，運搬費等の必要最小限度の経

費である。特に授産基準では原価計算制度の指示はない。
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次に様式を示す。

（2）剰余金の処理

　　　　授産事業支出明細表

自平成　年月日　至平成　年月日
Oo事業

課　　　　　　目 金　　　　額

材料費

当該材料（商品を含む）仕入高
一凹阿吻一一一｝憎一一一四一一一｝静一一一｝一一一叫需一一一一一一皿卯一一皿一一一｝皿一一　｝ 一一皿㎜卯一凹一　一一囮　P一一而一一一｝　一一一｝A

材料費計　　　　　　　　　（1）

労務費
利用者工賃
授産事：業指導等給与

授産事業指導員等退職費
一｝一一一一｝　笥一一皿→一一｝一一凹一皿、一一｝弾一圏一一一凹｝｝㌔一皿一一一｝　一一璽㎜一 兜回　一一一一皿一一回｝一㌔一而π一一皿㎜一憎　㎜一一

労務費計　　　　　　　　　（2）

外注加工費計
皿学一一㎜一一一噛｝幣一一皿昏一一皿皿一一一皿一一一皿皿一一一｝一一一皿曹一一｝曹一一｝｝，一 一皿弊一一皿㎜一圏一皿一一一｝需一一胃　一一一㎜幣一一

外注加工費費計　　　　　　（3）

経費

福利厚生費
旅費交通費
器具什器費
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費受
注
運
搬
費
畿
賃
借
料

図書・教育費
租税公課
○Oi課
雑費

一一一一一一．㎜皿咋一一一　一一囮皿脚一一皿ワー一一㎜一一凹皿一一一｝胤一一｝専一■皿｝一一一｝ 一一皿｝弊一一一一舶一｝｝鱈一一肝一一皿皿一一¶皿一一

経費計　　　　　　　　　（4）

授産事業費計　　　（5）＝（1）十（2）十（3）十（4）

　基準によれぽ授産施設では原則として剰余金は発生せず，資金収支計算及び事業活動収支計算

において「授産事業活動収支差額」は生じない。しかし授産基準第35条に規定する「その他の積

立金」により，人件費積立金，修繕積立金，備品等購入積立金，工賃平均積立金等の積立金とし

て処理を行うことは可能となっている。その場合には授産事業活動に係る積立金であることを表

示する名称を付し，授産事業活動収支差額との対比ができるようにすることになる。

　（3）資金収支計算の特徴

　「資金収支計算書」及び「事業活動収支計算書」中の「授産事業活動による収支」及び「授産

事業活動収支の部」における「授産事業収入」及び「授産事業支出」については，各授産施設ご
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とに経理区分を設けて処理をするものとしている。複数の授産施設で同じ作業を行っているなど

の場合には，人数，作業量等，一定の量的基準に基づき按分処理する方法が示されている。

　（4）勘定規定の特徴

　授産基準の実際の適用にはいくつか配慮する必要がある。授産施設を経営する法人の経理規程

の制定が求められているが，複式簿記の実施による財産状態及び収支の状況について明確な記録

および財務報告が求められている。そこで勘定科目は，他に定めのある場合を除き，授産基準に

示した勘定科目への準拠が求められるが，設定については有る程度の裁量が認められている。な

お附属明細書の作成が求められ，施設運営上重要な項目として，借入金，貸付金及び固定資産等

の状況を明確にする明細書が挙げられている。

　（5）純資産の区分

　貸借対照表の純資産は，基本金，国庫補助金等特別積立金，その他の積立金及び次期繰越活動

収支差額に区分するものとなっている。基本金には，社会福祉法人が事業活動を継続するために

維持すべきものとして収受した金額が計上される。

4e適用範囲等の検討

　公益法人に適用される公益法人会計は，財団法人や社団法人に適用される会計をいう。その本

質は，受託財産ないし受託資金の運用関する会計責任を明らかにする受託責任を明らかにする会

計ということができる。授産基準は原則として，授産施設を経営する全ての法人について適用す

るものとされている。ところで法人本部及び定款に記載された授産施設ごとの会計単位及び経理

区分について区分ごとに収支計算が求められている。受託責任を明らかにする意味から，授産施

設と他の社会福祉施設等を経営している場合は，授産施設にかかる会計単位を他の社会福祉施設

等の会計単位との区分が要求されることになる。

おわりに

　近年，社会福祉法人設立の進展にともない財務報告の重要性も大きくなっている。公益法人の

経営効率化という視点からは財務計算に損益計算思考を適用することで，経営の適切な評価が可

能となる。授産基準は，今後の社会福祉事業や法人基準の動向を踏まえ，適宜必要な見直しが必

要と予想される。さらに改善と充実をはかる点からは今後の授産基準の運用状況を考察し，さら

に経営指標との関連について研究したい。
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